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本要領は、「木更津市学校給食センター維持管理運営包括業務委託」（以下、「本業務委託」

という。）の受託者募集について、必要な事項を定めるものである。 

本業務委託に応募を希望する者は、本要領に記載された民間事業者の役割を十分理解したう

えで、この要領に沿って、本業務委託の目的に合った条件で、応募資料の作成等を行なうもの

とする。 

 

１ 業務の概要 

  本施設は、平成２１年４月にＰＦＩ事業として供用開始しており、令和６年３月末に事業

期間が終了する予定である。ＰＦＩ事業期間の終了後について、引き続き市の小中学校への

給食提供に向けた学校給食センターの機能維持が必要であり、本施設について継続的に使用

していく方針である。そのため、今後も本施設を利用していくために施設の修繕や設備更新

等を適宜実施していく必要がある。 

市は本施設の継続利用及び事業実施にあたり、令和３年度に次期事業手法の検討を行って

おり、当該検討結果に基づき、施設の運営・維持管理の包括的な事業実施を行う。 

本業務委託では、民間事業者の創意工夫等を活用し、財政負担の縮減及び公共サービスの

水準の向上等を図ることを期待する。 

 

 (1) 委託業務名 

   木更津市学校給食センター維持管理運営包括業務委託 

 (2) 委託履行場所 

   木更津市潮見二丁目１３番地１ 

 (3) 委託対象施設 

   木更津市学校給食センター 

 (4) 委託業務の範囲と内容 

対象となる委託業務は以下のとおりとし、詳細は別に配布する「要求水準書」に示す

ものとする。  

ア 施設改修・修繕業務 

イ 引継ぎ等業務 

ウ 運営業務 

(ｱ) 調理業務（下処理業務、配缶業務含む） 

(ｲ) 衛生管理業務 

(ｳ) 検収補助業務 

(ｴ) 配送・回収業務 

(ｵ) 配膳・管理業務 

(ｶ) 洗浄・残滓処理業務 

(ｷ) 配送車両維持管理業務 

(ｸ) 運営備品調達業務 

(ｹ) 食育関連補助業務 

エ 維持管理業務 

(ｱ) 建築物保守管理業務 

(ｲ) 建築設備保守管理業務 

(ｳ) 調理設備保守管理業務 

(ｴ) 植栽・外構維持管理業務 

(ｵ) 清掃業務 

(ｶ) 警備業務 

 (5) 業務履行期間 

業務履行期間は令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。ただし、契約締

結日の翌日から令和６年３月３１日までは業務引継ぎ期間とし、引継ぎに係る経費は、受

託者負担とする。 
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２ 担当部局等 

本委託の契約手続き及び資料の縦覧・現地施設の見学を行なう部局（以下「担当課」と

いう。）は以下のとおりとする。 

 (1) 契約事務・事業担当課 

【教育部教育総務課】 

住所  〒２９２－８５０１ 木更津市朝日三丁目１０番１９号 

ＴＥＬ ０４３８-２３-５２４３ 

ＦＡＸ ０４３８-２５-３９９１ 

電子メール kyo-soumu@city.kisarazu.lg.jp  

ホームページ http://www.city.kisarazu.lg.jp/ 

 (2) 資料縦覧・施設見学担当課 

【教育委員会木更津市学校給食センター】 

住所  〒２９２－０８３４ 木更津市潮見二丁目１３番地１ 

ＴＥＬ ０４３８-２５-７５６０ 

 

３ 見積書及び技術提案書作成に係る提示資料 

見積書及び技術提案書作成に際し、市が提示する資料は以下のとおりとする。 

 (1) 配布資料 

ア 受託者募集要領 

イ 評価基準 

ウ 要求水準書 

エ 様式集 

オ 委託契約書案 

 

 (2) 縦覧資料 

ア 木更津市学校給食センター竣工図書（平面図、設備配置図含む） 

イ 業務報告書（過去１年分）  

ウ 日報・月報（過去１年分） 
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４ 受託者選定の手続き 

 (1) 審査方式 

本業務委託は、民間事業者の有する専門的な知識やノウハウ、技術力等を活用するこ

とが必要であることから、受託者の選定にあたっては、公募型プロポーザルによる随意

契約方式を採用し、企画提案による技術面の非価格要素とともに提示された参考見積価

格を総合的に評価する。 

 (2) 受託者決定フロー 

受託者決定までのフローは、図表－１ に示すとおりとする。 

 

図表－１ 受託者決定フロー 
 

公 募 公 告 

参 加 資 格 確 認 申 請 書 

無 

業 務 提 案 書 

事前審査（必要と判断された場合） 

プレゼンテーション／ヒアリング 

技術評価点の算出 価格評価点の算出 

総 合 評 価 点 の 算 出 

受 託 予 定 者 の 決 定 

受 託 予 定 者 等 の 交 渉 ・ 契 約 

参 加 資 格 失 格 
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 (3) 契約締結までのスケジュール 

契約締結に至るまでのスケジュールは、図表－２ のとおりである。 

ただし、土曜日、日曜日及び休日等、木更津市の休日を定める条例（平成元年条例第２５

号）に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）には、受付等を行なわない。 

 

図表－２ 契約締結までのスケジュール 

公募公告 令和５年３月２９日(水) 

設計図書等の縦覧及び現地施設見学会 令和５年３月２９日(水)～５月３０日(火) 

本委託に関する質疑の受付 令和５年３月２９日(水)～４月１４日(金) 

質疑に関する回答公表 令和５年４月２８日(金) 

参加資格確認申請書の提出 令和５年４月２８日(金)～５月１７日(水) 

参加資格確認結果の通知 令和５年５月２２日(月) 

技術提案書・見積書の提出 令和５年５月３１日(水)～６月２日(金) 

技術提案に係るプレゼンテーション・ヒアリング 令和５年６月２３日(金) （予定） 

受注予定者の決定 令和５年６月下旬 

仮契約の締結 令和５年７月中旬 

本契約の締結 令和５年９月下旬 

なお、上記スケジュールは応募者の応募資料提出の状況、審査の進捗状況等により若干変更

する可能性がある。 

 

５ 応募者の参加資格 

 (1) 応募者の備えるべき参加資格要件  

ア 応募者の構成等  

本業務委託に応募する事業者の構成等は次のとおりとする。  

(ｱ) 応募者は、本業務委託の維持管理業務を担当する企業（以下「維持管理企業」とい

う。）及び運営業務を担当する企業（以下「運営企業」という。）を含む単独企業ま

たは複数の企業のグループにより構成されるものとする。  

(ｲ) その他、必要に応じ、本業務委託に関連する業務を行う企業の参加を認めるものと

する。  

(ｳ) 応募者は、構成員の中から代表となる企業を定めることとし、当該代表企業が応募

手続き等を行うこととする。  

(ｴ) 参加表明書提出以降、応募者の構成員の変更は原則として認めない。ただし、やむ

を得ない事情が生じた場合は、市と協議を行う。  

(ｵ) 応募者の構成員は、他の応募者の構成員になることはできない。  

(ｶ) 構成員が上項(ｱ)に掲げる企業のいくつかを兼ねることを可能とする。 

(ｷ) 応募者の構成員は、実施する業務の一部について、第三者に委託、又は下請人を使

用することができるが、その際は、当該委託又は請負にかかる契約を締結する前に

市に通知すること。 

イ 応募者の参加資格要件  

応募者の構成員は、次の参加資格要件を満たすものとする。  

(ｱ) 本業務委託を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。  

(ｲ) 本業務委託を効率的かつ効果的に実施できる知識及び経験を有していること。  
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(ｳ) 令和５年度木更津市入札参加資格名簿（委託）に登録されていること。  

※入札参加資格者名簿への登録については、随時申請を受け付けているが、申請時

期により登載日が異なる。本業務委託に参加を希望する者は令和５年８月１日時点

で資 格者名簿に登載されていること。  

※上項の(ｱ)及び(ｲ)に該当する者で、令和５年８月１日時点で資格者名簿に登載さ

れていない場合にも、入札参加資格と同等の要件を有していると認められた場合は

参加資格要件を満たすものとする。ただし、この場合は、会社の規模、財務状況等

について、入札参加資格審査申請に準じた審査を行うものとする。 

(ｴ) 運営企業は、次の全ての要件を満たしていること。なお、複数の企業で運営業務を

実施する場合、全ての企業がａの要件を満たし、かつ少なくとも１社は全ての要件

を満たしていること。 

a ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の知識を有していること。 ※「相当の知識を有

している者」とは、ＨＡＣＣＰ対応施設（ＨＡＣＣＰの認証を取得した施設をいう。

以下同じ。）の運営実績、ドライシステムの学校給食施設又はドライシステムの民

間施設の運営実績、ＨＡＣＣＰに関する書籍の出版等の実績、ＨＡＣＣＰに関する

審査員資格等を有する者をいう。以下同じ。  

b 過去１０年以内に、３,０００食／日規模のドライシステムの学校給食センター又

は３,０００食／日規模のドライシステムの調理施設（民間施設も含む）において、

元請けとしての調理業務の実績を有していること。  

ウ 応募者の制限 

次に該当する者は、応募者となることはできない。  

(ｱ) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。  

(ｲ) 清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成１７年法律第８６号）に基

づく特別清算開始命令がなされている者。  

(ｳ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事 

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされ

ている者。  

(ｴ) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号） に

よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条の規定による整理開始の

申立て若しくは通告がなされている者。  

(ｵ) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定による破産の

申立てがなされている者。  

(ｶ) 直近１年分の法人税、消費税、法人事業税を滞納している者。  

(ｷ) 資格確認申請書類の提出期限から受注者決定までの間、木更津市入札参加資格者指名

停止措置要領（昭和６１年３月１４日施行）に基づく指名停止措置又は、木更津市入

札契約に係る暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置を受けている者。 

(ｸ) 本業務委託の支援業務に関与した者又はこれらの者と資本面若しくは人事面におい

て関連がある者。なお、「資本面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株

式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５

０を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企
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業の役員を兼ねている者をいう。本業務委託の支援業務に関与した者は、次のとお

りである。  

株式会社長大（東京都中央区日本橋牡蛎殻町１-２０-４） 

エ 参加資格要件の確認及び失格要件  

参加資格要件確認日は、参加表明書の提出期間の最終日とする。参加資格要件の確認

後、契約締結までの期間に、応募者が上項ア～ウの要件を欠くような事態が生じた場合

には、当該応募者は失格とする。ただし、応募者のうち代表企業以外の構成員が上項ア

～ウの要件を欠くような事態が生じた場合については、市と協議を行う。  

 

６ 公募参加資格の確認 

市は、応募者の参加資格の確認を行なうために資格審査を実施する。応募者は次に従って参加

資格確認の申請を行い、審査を受けるものとする。 

 

 (1) 参加資格確認の基準日 

参加資格確認の基準日は資格確認申請書類の提出期限日とする。 

 (2) 資格確認申請書類の構成 

資格確認申請書類は以下のとおりとする。 

ア 木更津市プロポーザル方式実施要綱（別記様式）第１号様式 プロポーザル参加意向申

出書 

イ 参加資格確認申請書（様式第３号） 

ウ グループ構成企業一覧（様式第４号） 

エ 委任状（代表企業）（様式第５号）  

オ 委任状（受任者）（様式第６号） 

 

 (3) 参加資格確認結果等 

参加資格の決定は、応募者に対し、参加資格確認結果通知書により通知するものとする。 

 

７ 参加資格の喪失等 

資格確認結果の通知後、「５参加資格」に掲げる資格を欠くこととなった場合は、当該応

募者の参加資格を取り消す。また、資格確認申請書類に虚偽の記載をした場合も同様とする。 

 

８ 設計図書等の縦覧及び現地見学会 

希望する参加資格者に対して、本委託に係る図面及び施設一覧表（以下「設計図書等」とい

う） の縦覧及び現地見学会を次のとおり行なう。 

なお、申し込みについては、「設計図書等の縦覧及び現地施設見学会申込書」（様式集 第１

号様式）に必要事項を記入し、２（１）担当課の電子メールアドレス宛に送信すること。 

申し込みのあった希望者に対しては、調整のうえ指定日時を通知する。 

 

 (1) 期 間：令和５年３月２９日（水）から５月３０日（火）まで。 

（市の休日を除く午後１時から午後５時まで）  
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 (2) 場 所：木更津市学校給食センター（木更津市潮見二丁目１３番地１） 

 (3) 日 時：申し込み状況に応じて決定し、電子メールで通知する。 

 (4) 参加人数：希望ごとの参加人数は原則、５人までとする。 

 (5) その他 

・縦覧に供する設計図書等の貸出し及びコピーサービスは行なわない。 

（ただし、資料の撮影は許可するが、本業務委託への応募目的に限る。） 

・施設見学は４時間以内とする。 

・また、施設内の見学には、事前の細菌検査が陰性判定であること、白衣及び内履きを

着用することを要する。 

 

９  質疑回答 

 (1) 質疑の受付 

ア 受付期間：令和５年３月２９日（水）から４月１４日（金）まで。 

（市の休日を除く午前９時から午後５時まで）  

イ 質疑の方法 

本業務委託について質疑のある応募者は、書面にて２（１）の担当課の電子メールア

ドレス宛に送信すること。送信にあたっては、表題に「木更津市学校給食センター維持

管理運営包括業務委託に関する質疑」とすること。 

原則として、持込、郵送、ＦＡＸ、電話等による質問は受け付けない。質疑受付の終

了時刻に関しては受付場所における着信主義とし、受理しているかどうかの確認は担当

課が行なうものとする。 

ただし、電話による受理確認は差し支えない。 

様式は「様式集 第２号様式」とすること。 

 (2) 質疑に対する回答 

ア 回答期限：令和５年４月２８日（金） 

イ 回答方法：回答期限までに市ホームページに公表する。 

 

１０ 技術提案書の提出 

 (1) 技術提案書の構成 

参加資格者は技術提案書を作成及び提出する。技術提案書の構成は以下のとおりとする。 

評価項目 配点  

１ 運営業務に関する提案（８５点） 

(１)  調理業務 ２０ 

(２)  衛生管理業務 ２０ 

(３)  運搬・回送業務 １０ 

(４)  残滓の発生抑制・リサイクル １０ 

(５)  配膳業務 １０ 

(６)  運営支援 １５ 

２ 維持管理業務に関する提案（４５点） 

(１)  維持管理方針 １０ 

(２)  保守管理計画（点検及び作業内容） １５ 

(３)  長期修繕計画 ２０ 

３ 業務全体の計画に関する提案（３０点） 
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(１)  業務実施体制・方針 １０ 

(２)  リスク管理及び業務の品質確保 １０ 

(３)  地域への貢献 １０ 

合計 １６０ 

 (2) 技術提案書の提出 

技術提案書は、２（１）担当課へ期日までに提出すること。なお、郵送による提出は認め

ないものとする。 

ア 提出期限：令和５年６月２日（金）午後５時まで 

イ 受付場所：２（１）の担当課 

ウ 提出部数：正本１部、副本７部、ＣＤ－Ｒ２部とする。 

エ 提出様式： 

 木更津市プロポーザル方式実施要綱（別記様式）第４号様式 提案書 

 様式集 第８の１号～第８の１３号様式 

オ  技術提案書（第８の１号～第８の１２号様式）の記載事項及び編冊 

 技術提案書における各評価の小項目ごとに、それぞれＡ４用紙２枚以内で記載するこ

と。 

 なお、明示のための図表、実績等を明らかにするための資料等は最小限度の範囲内で

添付しても良い。 

 技術提案書は、「木更津市学校給食センター維持管理運営包括業務委託技術提案書」を

表題に「応募者名」及び「技術提案書指定番号」を表記した表紙を付すること。 

 ただし、表紙以外の提案書様式及び添付資料は、企業名が識別できる記載を一切しな

いものとし、「参加資格確認結果通知書」記載の「技術提案書指定番号」のみを右肩に

記載する。 

 技術提案書の編冊は、ファイルとして１冊に綴じるものとし、提案ごとにインデック

スを付したうえで、提出しなければならない。 

カ  ＣＤ－Ｒ への格納条件は次のとおりとする。 

・ＣＤ－Ｒ：Ｗｉｎｄｏｗｓ フォーマット 

・ＯＳ：Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ のバージョン 

・使用するソフト：Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ２０１３ 又は Ｗｏｒｄ２０１３ま

で。又は ＰＤＦ。 

 

１１ 見積書の提出 

 (1) 見積書の構成 

参加資格者は、見積書を作成及び提出する。見積書の構成は、様式集第８の１３号様式のと

おりとする。 

 (2) 見積書の提出 

見積書は、２（１）担当課へ期日までに提出すること。なお、郵送による提出は認めないも

のとする。 

ア 提出期限：令和５年６月２日（金）午後５時まで 

イ 受付場所：２（１）の担当課 

ウ 提出部数：正本１部とする。 
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１２ プレゼンテーション・ヒアリング 

技術提案書の内容･見積書について、プレゼンテーション･ヒアリングを実施する。実施日

時については、調整のうえ指定日時を通知する。 

ア 日 時：令和５年６月２３日（金）（予定） 

詳細な時間･場所等は、決定次第、２（１）担当課から通知する。 

イ 時 間：１社当たり、ヒアリングを含め、概ね４５分程度予定している。 

ウ そ の 他：参加人数は、１社につき５名までとする。 

説明は、提出された書類をもとにプレゼンテーションを行なう。 

 

１３ 参加資格の辞退 

参加資格者は、契約締結までの間、参加を辞退することができる。辞退する場合は、できる

だけ早い段階で「参加辞退届」（様式集 第７号様式）を２（１）の担当課に持参すること。 

 

１４ 技術提案書、見積書の審査 

技術提案書･見積書については、プレゼンテーション･ヒアリングを踏まえ、非価格要素･価格

要素の審査を行なう。 

 (1) 非価格要素審査 

技術提案書について、木更津市学校給食センター維持管理運営包括業務委託評価基準（以下

「評価基準」という。）に基づき、技術評価点を算出する。 

 (2) 価格要素審査 

評価基準に基づき、価格評価点を算出する。 

 (3) 総合評価 

（１）及び（２）から総合評価点を算出し、総合評価点が最も高い者を受託予定者として

決定する。なお、総合評価点の最も高い者が同点で複数ある場合には、委員の協議により受

託予定者を選定する。 

 (4) 審査結果等の通知 

技術提案等に対する総合評価の審査結果及び受託予定者の決定結果については、書面によ

り参加資格者に通知する。 

  

１５ 契約の手続き 

１４（３）により、決定した受託予定者と、委託契約の内容に関する協議を行い、成立した

場合には、別途、見積書を徴収し、予定価格の範囲内で委託料を決定し契約を締結する。受託

予定者との契約が成立しない場合は、総合評価点の高い順位の提案者と交渉を行なう。 

 


